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2.25
平素よりお世話になっております。宜しければご覧ください。

■依頼主様 山形市在住 （当時）施主S様：45歳 1人暮らし

No.163

6年前に離婚。その当時に建築した住宅には住んでなく現在は

内縁の妻と子供とアパートに住んでいる。建売が欲しいが可

能なの？

その後、不動産会社様より

セカンド・オピニオン 紹介、来店

されました。

3.000

早速、打ち合わせスタート。S様の個人情報や年収は申し分なしですが問題は前妻との住宅と住宅ローンです。住宅ローンは一

件だけが原則。複数の住宅ローンは殆どの金融機関がNGとなります。先ずはS様の友人に連絡を取り借家として借りたいとの

明確な意思表示の確認や諸条件を不動産会社様を中心に打ち合わせ開始。前妻との住宅ローンは★不動産担保ローンに借り換

えを提案。(買い手が見つかるまで賃貸として保有する。借り換え時の名義や諸条件等の精査)★建売物件は住宅ローンで融資

打診をする。の方向性を確定して金融機関と協議。前妻との住宅は共有名義との事もあり弁護士、司法書士の方々とも連携を

とり万全の体制での融資打診→結果3000万円の融資内諾！(補足として前妻との住宅は不動産担保ローン2900万円の借り換え

も成功。)

S様は現在内縁の妻とお子様と3人暮らし。ただS様には6年前に離婚歴あり。その時に建築した住宅があるが現在は空

き家状態。売りに出してはいるが問い合わせ無。ただS様の友人が借家として借りたいとの希望あり。しかし住宅ロー

ン融資の為、賃貸にも出来ず内縁の妻と同居しているものの住所は前のまま。何度かS様ご自身で住宅ローン融資金融

機関に相談するも進展なしの状態。

初期対応
時の状況

解決
方法は
こちら！

セカンド・オピニオンでは、上記のようなご相談も可能です！

※コンサルティング
サービスは【A.B.Cコース】

2026年

この時代だからこそ！確実に返済できる資金計画

書作成など顧客のニーズに合わせ提案致します。


